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◇議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第59号）
１　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年秋田県条例第41号）の一部改正（第１条
による改正）
　　引用している障害者自立支援法（平成17年法律第123号）の条項を改めることとした。（第10条の２関係）
２　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正（第２条による改正）
　　引用している障害者自立支援法の条項を改めることとした。（第10条の２関係）
３　施行期日
　　この条例中１は公布の日から、２は平成24年４月１日から施行することとした。

◇秋田県県税条例等の一部を改正する条例（秋田県条例第60号）
１　秋田県県税条例（昭和29年秋田県条例第24号）の一部改正（第１条による改正）
　⑴　個人の県民税の譲渡所得に係る居住用財産の買換えの特例等について、東日本大震災により居住用家屋が滅失し
た場合には、その居住用家屋の敷地に係る譲渡期限を東日本大震災があった日から同日以後７年（現行３年）を経
過する日の属する年の12月31日までの間に延長することとした。（附則第27条の２関係）

　⑵　個人の県民税の譲渡所得に係る居住用財産の買換えの特例等について、東日本大震災のため、その買換資産等を
予定期間内に取得等をすることが困難となった場合には、一定の要件の下、その予定期間を２年の範囲内で延長す
ることとした。（附則第27条の３関係）

　⑶　東日本大震災によりその有していた自己の居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった納
税義務者が住宅の再取得又は増改築等をした場合において所得税における東日本大震災に係る特例措置の適用を受
けたときは、現行の個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除の対象とすることとした。（附則第28条関係）

　⑷　その他所要の規定の整備等を行うこととした。
２　秋田県県税条例の一部を改正する条例（平成23年秋田県条例第46号）の一部改正（第２条による改正）
　　引用している地方税法（昭和25年法律第226号）の条項を改めることとした。（附則第２項関係）
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第61号）
１　引用している土地改良法（昭和24年法律第195号）の条項を改めることとした。（別表第46及び別表第46の３関
係）
２　権限移譲対象事務から、市町村の土地改良事業の施行の同意等の事務を除くこととした。（別表第46の２関係）
３　施行期日

この号で公布された条例のあらまし
◇ ◇

◇ ◇

平成23年12月27日

号外第１号

毎週火・金曜日発行

平成23年12月27日（火曜日）  　号外第1号秋　田　県　公　報　　　　　　　  2011年



平成23年12月27日（火曜日）  　号外第1号秋　田　県　公　報　　　　　　　  2011年

－２－

　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県社会福祉施設耐震改修等促進臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第62号）
１　秋田県社会福祉施設耐震改修等促進臨時対策基金の設置期限を平成25年３月31日（現行平成24年３月31日）に延長
することとした。（附則第２項関係）
２　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県がん対策推進条例の一部を改正する条例（秋田県条例第63号）
１　引用しているがん対策基本法（平成18年法律第98号）の条項を改めることとした。（附則第２項関係）
２　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第64号）
１　浄化槽保守点検業者の登録について、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が
法人であるものが申請者である場合の当該法人に係る拒否事由を定めることとした。（第５条関係）
２　施行期日
　　この条例は、民法等の一部を改正する法律（平成23年法律第61号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか
遅い日から施行することとした。

◇食品衛生法施行条例の一部を改正する条例（秋田県条例第65号）
１　食品等を取り扱う際に混入を防止する特定原材料について、その引用している法令及びその条項を改めることとし
た。（別表第１関係）
２　その他所要の規定の整理を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県屋外広告物条例の一部を改正する条例（秋田県条例第66号）
１　屋外広告物法（昭和24年法律第189号）第10条第２項に定める基準に従い、屋外広告業者の登録について、営業に
関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が法人であるものが申請者である場合の当該法人
に係る拒否事由を定めることとした。（第18条の４関係）
２　その他所要の規定の整備を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、民法等の一部を改正する法律（平成23年法律第61号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか
遅い日から施行することとした。

◇秋田県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例（秋田県条例第67号）
１　次に掲げる占用物件に係る道路の占用料の額の算定に用いる率を所在地の別にかかわらず0.02（現行、市にあって
は0.016、町村にあっては0.02）とすることとした。（別表関係）
　⑴　食事施設、購買施設その他これらに類する施設で通行者又は利用者の利便の増進に資するもののうち、自動車専
用道路以外の道路等の上空に設けるもの

　⑵　都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第３号の高度地区内の自動車専用道路等の上空に設ける事務
所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場

　⑶　建築基準法（昭和25年法律第201号）第85条第１項第１号に該当する応急仮設建築物で被災者の居住の用に供す
るもののうち、同項に規定する区域内に存する道路の上空に設けるもの

　⑷　休憩所、給油所及び自動車修理所で、自動車専用道路の上空に設けるもの
２　その他所要の規定の整理を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県空港管理条例の一部を改正する条例（秋田県条例第68号）
１　秋田空港の運用時間を午前７時から午後10時まで（現行午前７時から午後９時30分まで）に延長することとした。
（第２条関係）

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
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２　秋田空港の駐車場の駐車料金に係る使用時間の区分を次のとおり改めることとした。（別表第２関係）

３　施行期日
　　この条例は、平成24年３月25日から施行することとした。

区　　　　　分

日中（１台１時間につき計算する時間帯）

夜間（１台につき計算する時間帯）

改　　正　　前

午前６時から午後９時45分まで

午後９時45分から翌日の午前６
時まで

改　　正　　後

午前６時から午後10時15分まで

午後10時15分から翌日の午前６
時まで

◇ ◇
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条　　　　　　　　例

　 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　 一　 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二　 秋 田 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三　 市 町 村 へ の 権 限 移 譲 の 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 四　 秋 田 県 社 会 福 祉 施 設 耐 震 改 修 等 促 進 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 五　 秋 田 県 が ん 対 策 推 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 六　 秋 田 県 浄 化 槽 保 守 点 検 業 者 の 登 録 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 七　 食 品 衛 生 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 八　 秋 田 県 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 九　 秋 田 県 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十　 秋 田 県 空 港 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 　 平 成 二 十 三 年 十 二 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久
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